
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉審議会運営要綱の改正について 

令和７年８月６日 

子 育 て 王 国 課 

保育人材の確保等に関する体制の整備を図るとともに、虐待を受けたこどもへの対応の強化を内容とする

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号。以下「改正法」という。）が令和７年４月２５日

に公布され、原則として同年１０月１日から施行される予定。これに伴い、鳥取県児童福祉審議会運営要綱

について所要の改正を行う。 

 

１ 改正法の概要 

（１） 保育士・保育所支援センターの法定化 

（２） 保育の体制の整備に係る特例の一般制度化 

（３） 虐待対応の強化 

①  保育所等※の職員による児童虐待に関する通報義務等を創設する。  

 ※もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う以下の施設・事業を対象とする。  

保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事

業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事

業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事

業、母子生活支援施設、児童館  

・保育所等の職員による児童虐待（被措置児童等虐待）を発見した者からの通告（一般通告）を受け

た都道府県知事又は市町村は、各事業・施設等の所管行政庁に、速やかにその旨を通知する。 

・通知を受けた所管行政庁は、必要に応じ、事実確認及び事業者・施設の設置者等に対する指導又は

助言など必要な措置を講ずる。 

・所管行政庁は、事実確認又は必要な措置を講じたときは、これらに係る児童等の状況その他の内閣

府令で定める事項を児童福祉審議会等に報告するものとする。 

 

② 児童福祉施設、里親等以外の者が一時保護委託を受ける場合の登録制度の創設 

③ 一時保護が行われている児童に対して保護者による児童虐待の疑いが認められる場合において、当該

児童と当該保護者との面会または通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれ

が大きいと認めるときは、児童相談所は当該面会または通信の一部を制限できることとする。 

 

２ 審議会運営要綱改正案の概要 

 ・児童福祉審議会の調査審議事項として、幼保連携型認定こども園の入園児虐待に係る措置を講じた場合

の所管行政庁からの報告に対して意見を述べる場合を追加する。（第３条（16）） 

 ・その他所要の改正を行う。 

 

 

資料１



【改正後全文】鳥取県児童福祉審議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県児童審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるもので 

ある。 

 

（組織） 

第２条 審議会は、委員13人以内で組織する。 

 

（調査審議する事項） 

第３条 審議会は、鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）別表第１で定める事項を審議

するものとし、その具体的な内容は次の各号に掲げる事項とする。 

（１）児童、妊産婦及び母子家庭等の福祉並びに母子保健に関する事項を調査審議すること。 

（２）児童福祉法（昭和22年法律第164号）第８条第９項の規定による児童の福祉を図るため、芸能、

芸術、出版物、がん具、遊具等を推薦又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に

対し、必要な勧告を行うこと。 

（３）児童福祉法第18条の20の２第２項（第18条の33第４項において準用する場合を含む。）の規定に

よる意見に関し、審議すること。 

（４）児童福祉法第27条第６項の規定による諮問に関し、審議すること。 

（５）児童福祉法第33条の15第２項（第33条の16の２第３項において準用する場合を含む。）の規定に

よる意見に関し、審議すること。 

（６）児童福祉法第35条第６項の規定による意見に関し、審議すること。 

（７）児童福祉法第46条第４項の規定による意見に関し、審議すること。 

（８）児童福祉法第59条第５項の規定による意見に関し、審議すること。 

（９）児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第29条の規定による意見に関し、審議すること。 

（10）児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第４条第５項の規定による分析、調査

研究及び検証を行うこと。 

（11）児童虐待の防止等に関する法律第13条の５の規定による報告を受けること。 

（12）児童福祉施設等における子どもの死亡事故等の重大事故、重大な権利侵害事案等の審議及び検

証を行うこと。 

（13）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77

号）第17条第３項の規定による意見に関し、審議すること。 

（14）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第21条第２項の規定

による意見に関し、審議すること。 

（15）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第22条第２項の規定

による意見に関し、審議すること。 

（16）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条の６第２項の

規定による意見に関し、審議すること。 

 

（委員） 

第４条 委員及び臨時委員は、その調査審議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、知

事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

 



（支援検証部会） 

第７条 審議会に、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、支援検証部会を置く。 

 (１) 第３条第４号の業務 

 (２) 第３条第10号の業務 

 (３) 第３条第12号の業務 

２ 支援検証部会に属すべき委員及び臨時委員は、議事に応じて委員長が指名する。 

３ 支援検証部会に部会長を置き、その支援検証部会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを

定める。 

４ 部会長は、その支援検証部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理する。 

６ 前条第４項の規定は、支援検証部会の運営について準用する。 

 

（支援検証部会の召集等） 

第８条 支援検証部会は、委員長が必要と認めたとき、招集する。 

２ 支援検証部会は、部会長が議長となる。 

３ 支援検証部会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 支援検証部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

（支援検証部会の決議等） 

第９条 審議会は、支援検証部会の決議をもって、審議会の決議とすることができる。ただし、この

場合には、次の審議会に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第 10条 審議会の庶務は、鳥取県子ども家庭部において行う。 

 

（雑則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は委員長が別途定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年 10 月 23 日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年 10 月１日から施行する。 

 





































































株式会社オミカレと連携した婚活イベントの開催結果について 

令和７年８月６日 

子育て王国課 

「カップル倍増プロジェクト」を推進するため、出会い・結婚支援サービス事業を展開している株式

会社オミカレとの連携協定に基づく事業として、婚活イベントを開催したので報告します。 

 

１ 概要 

（１）イベント名 鳥取砂丘×マッチングイベント2025～「いいね」から始まる砂丘の出会い～ 

（２）目的 

大規模な婚活イベントを開催することで、若者ニーズにマッチした出会いの機会創出を推進すると

ともに、出会い・結婚応援の機運を醸成する。 

（３）日時・場所 令和７年５月２４日（土）午後２時～午後５時・鳥取砂丘フィールドハウス周辺 

（４）参加者 

・要件：鳥取県に在住・勤務、または鳥取県に興味関心のある２０～３０代の独身男女 
・参加者：１０８名（男性５８名・女性５０名） 

※募集定員は１２０名（男性６０名・女性６０名）とし、定員数まで埋まっていたが、当日キャンセル等もあ
り、上記人数で実施。（元々は定員１００名（男性５０名、女性５０名）で募集開始したが、好評につき定員
を２０名増員して１２０名とした） 

※県外からの参加者：約１割（大阪府、徳島県、岡山県、島根県） 

 

２ プログラム内容 

① 参加者をグループ分けしグループごとに自己紹介した後、レクリエーション（借人競争）を通じ、

自然なかたちで会話・交流（※雨天のため、急遽、相合傘でゴールするよう変更） 

② オミカレ社のマッチングアプリ「オミカレLive」を使って、気になる異性へアプローチ 

③ アプローチの結果、マッチングできたお相手と１対１でのフリータイムデート：当地ならではのア

クティビティ体験等（砂丘ヨガ、砂丘フォトウォークや「砂プリン」を一緒に食べるなど）を通じ

交流を深めた。 

④ イベントの最後に、氏名・連絡先等を記入したプロフィールカードを気になる異性に渡し、相互に

カードを交換できたペアは鳥取砂丘こどもの国園内の「幸せの鐘」を二人で点鐘（ペアに記念品を

お渡しして終了） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結果 

・カップル成立数（プロフィールカードを交換したペア数）：２８組 

・マッチングアプリ「オミカレLive」のいいね件数：806件⇔昨年実績333件（昨年比242％増） 
※イベント中、気になる異性にマッチングアプリを使ってアプローチした数 

 ※アプリ内のプロフィールに必ず自身の写真を添えるよう参加者にアナウンスしたことや、 
少しでも気になった相手がいたら積極的にいいねを押すように声掛けしたことにより大幅に増加。 

・イベント参加者の７５％が満足・やや満足と回答（参加者アンケートより） 

 

４ 参加者の声 

・（他の婚活イベントに比べ）参加のハードルが低く、一度に多くの人に会えるのが良かった。 

・雨が降っており大変だったが、相合傘など雨天なりの楽しみ方ができたので良かった。 

・参加者が多く全員と直接話すことはできなかったが、アプリがあったので、話していない人にも 

アプローチすることができた。 

 

５ 今後の展開 

・オミカレと連携した大規模イベントの第２弾を9月 20日（土）に米子市美術館で、第３弾を12月

上旬に智頭町内の廃校・旧山形小学校で開催予定。 

・令和５年度からの継続事業として、オミカレ社の社員を講師として招聘した婚活リテラシー向上に

係るセミナーを秋頃に開催予定。 

（開会式） （レクリエーション） 
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令和７年度鳥取県における少子化対策等に関するアンケート調査の結果について 
 

令和７年８月６日 

子 育 て 王 国 課 

県の少子化・子育て支援対策の基礎資料とするため、令和７年度鳥取県における少子化対策等に関するア

ンケート調査を実施しましたので調査結果を報告します。 

＜調査概要＞ 

○調査期間：令和７年５月13日（火）～６月３日（火） 

○目 的：県民の少子化・子育て支援対策への要望や結婚・子育てに対する意識等を把握し、効果的

な施策に反映するための基礎資料とする（前回調査は令和４年度） 

○対 象：鳥取県に居住地がある者（①県政参画電子アンケート会員、②子育て王国とっとりアプリ

会員、③えんトリー（鳥取出会いサポートセンター）会員、④鳥取県公式LINE・Xに登録

している者、⑤県内企業従事者 他） 

○回 答 者：計887人〔性別〕男性：242人(27.3％)、女性：642人(72.4%)、その他：３名(0.3％)  

○調査事項：①出会い・結婚について ②子育てについて ③家庭と仕事の両立について 

④子育て支援サービスの活用等について 

＜結果概要＞ 

 （１） 出会い・結婚について 

○ 未婚者の結婚意思では、「１年以内に結婚したい」が22.2％（令和４年度14.1％）と増加した。

一方、「ある程度の年齢までに結婚したい」16.2％（令和４年度28.3％）や「年齢に関係なく、

結婚したいと思う相手が見つかれば結婚したい」37.6％（令和４年度41.4％）は減少した。ま

た、「相手が見つかっても、当分結婚するつもりはない」は6.0％（令和４年度5.1％）、「一生、

結婚するつもりはない」14.5％（令和４年度6.1％）であり、結婚を希望しない層が増加した。 

○ 結婚していない理由では、「適当な相手にめぐり合わないから」が61.2％（令和４年度57.0％）

で最も多く、次いで新設選択肢の「１人でいる方が気楽だから」が36.4％であった。「自分に経

済力がないから」は24.8％（令和４年度30.0％）と減少し、「義父母や親戚など人間関係が複雑

になるから」は20.7％（令和４年度12.0％）と増加した。 

 （２） 子育てについて 

○ 理想の子どもの人数は「３人」が53.3％（令和４年度54.9％）で最も多かった。一方、現実に

持てる子どもの数は「２人」が51.7％（令和４年度51.2％）で最も多く、「１人」は20.7％（令

和４年度 14.2％）と増加しており、理想の子どもの数と現実に持てる子どもの数の間には差

が生じている。 

○ 希望する子どもの数に対して、現実的に持てる子どもの数が少ない理由として、「経済的負担が

大きいから」が59.4％（令和４年度63.4％）で最も多く、次いで「仕事と子育ての両立が難し

いから」が43.4％（令和４年度42.5％）であった。さらに、「妊娠・出産の肉体的・精神的な負

担が大きいから」は30.7％（令和４年度25.8％）と前回調査から増加した。 

 （３）家庭と仕事の両立について 

○ 結婚や出産、子育てに対する職場の配慮について、「十分な配慮がある」とした回答の割合は、

「結婚」40.2％（令和４年度51.5％）、「妊娠・出産」38.0％（令和４年度49.9％）、「子育て」

35.8％（令和４年度44.9％）であり、いずれも前回調査より減少した。 

○ 仕事と家事・育児の両立が難しい理由としては「勤務時間と生活時間が合いそうになかった

（時間外労働の負担が大きいなど）」が49.9％（令和４年度51.6％）、「体力的に厳しそうだっ

た」が21.5％（令和４年度18.4％）であった。 

 （４） 子育て支援サービスの活用等について 

○ 子育て支援サービスの満足度は「満足・やや満足」が６割を超えており、「保育所等での休日保

育」が97.6％（令和４年度93.7％）で最も多く、次いで「保育所の子育て相談」が95.9％（令

和４年度96.3％）であった。 

○ 今後充実してほしい子育て支援策としては、「仕事と家庭の調和がとれた働き方実現のための職

場環境の整備」が48.0％(令和４年度43.5％)と最も多かった。次いで、「妊娠・出産しても働き

続けられる職場環境の整備」が46.7％（令和４年度46.1％）であった。 

＜とりネット掲載URL＞ https://www.pref.tottori.lg.jp/126531.htm 
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とっとりの未来を語る若者ミーティングの開催結果について 
令和７年８月６日 

子 育 て 王 国 課 

今の若者が自身の結婚観や家族形成についてどのように考えているか、その率直な思い・意見を聴取

するため、「令和の改新」プロジェクトチーム（若者・女性に魅力ある地域づくり PT）（以下「庁内 PT」

という。）を母体とする「とっとりの未来を語る若者ミーティング」を開催しましたので、概要を報告し

ます。 
 
１ 開催概要 

（１）日 時 ６月29日（日）午前10時から正午まで 

（２）場 所 ＳＡＮＤＢＯＸ ２階コラボレーションスペース（鳥取市浜坂1390-224） 

（３）出席者 とっとり若者活躍局メンバー、話彩や（はなさいや）チームメンバー、 

「令和の改新」プロジェクトチーム（若者・女性に魅力ある地域づくりPT） 

構成所属職員 など10～30代の未婚・既婚男女計12名 
 
２ 主な議事概要 

【参加者からの意見（抜粋）】 

○結婚について 

・結婚することで自分の成長につながると思う。（30代・男性・未婚） 

・相手と生活するリズムが違うため、結婚しづらい。（30代・男性・未婚） 

・バイトなどの関わりで、上手くいっていない夫婦を見てきているので、結婚や子育てにあまりよ

いイメージがない。（20代・女性・未婚） 

・結婚したが、今は夫婦で共通の趣味がない。マッチングアプリなどで出会ったら共通の趣味があ

るのかもしれない。（20代・女性・既婚） 

・結婚しない場合、周りに迷惑をかけないように、できるだけ健康でいたい。（20代・女性・未婚） 

・結婚にこだわらず、結婚と違う形でパートナーと共に歩む手もあると思う。（10代・女性・未婚） 

・結婚詐欺などの事件も起きているので怖い。安全な出会いというのは難しいと思う。（20 代・女

性・未婚） 

・コミュニティが近すぎる相手だと、噂が立ってしまうこともあるので、異なるコミュニティの人

と出会いたい。（20代・男性・未婚） 

○子育てについて 

・子どもがいることで、人生が楽しく豊かになるのでないか。（20代・男性・未婚） 

・子どものことを幸せにしてあげる自信がない。（20代・女性・未婚） 

・自分の時間が無くなってしまうのでないか。（20代・女性・未婚） 

・仕事によっては夫婦間の家庭の負担割合が平等ではないので、配偶者との関係性の維持が難しそ

う。（10代・女性・未婚） 

・子育て世帯には支援制度について周知があるが、それ以外の人にはあまり伝わっていない。事前

に支援制度をよく知りたい。（30代・男性・未婚） 

・ベビーシッターや一時預かりをもう少し気軽に使えるようになってほしい。（30代・男性・未婚） 

・産休や育休を取ることへの職場の理解、後ろめたさがなくなるとよい。（30代・女性・既婚） 

・家事・育児の分担について、夫は対外的にはやっているように見せるが、実際は家で何もやって

いない。きちんと分担してほしい。（30代・女性・既婚） 

・今までライフプランを考えるという概念がなかったから、自分が結婚や出産をいつするのかイメ

ージがなく、どうすればよいか分からない。（20代・女性・未婚） 

【参加者によるまとめ】 

・結婚しない自由もある 

・収入や住居のリアルな理想と課題認識がつながると良いのでは 

・出会いの少なさは課題 

・子育てのリアリティから良い部分を見つけられるとよい 

・ワークライフバランスが大事 
 

３ 今後の予定 
ヒアリング結果は、子育て王国とっとり会議や庁内PTに共有し、今後の少子化対策（結婚・出会  

い支援、子育て支援、仕事と子育ての両立支援 等）の検討、令和７年中に改訂される鳥取県人口ビ
ジョン策定などに活用予定。 
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令和６年人口動態調査（概数）の結果について 
 

令和７年８月６日 

子 育 て 王 国 課 

令和６年人口動態調査（概数）が６月４日に厚生労働省から公表されましたので、その概要を報告し

ます。 

１．出生数・合計特殊出生率について 

区 分 令和６年(概数) 令和５年(確定) 増 減 
【鳥取県】出生数 ３，０９２人 ３，２６３人 ▲１７１人 
【全 国】出生数 ６８６，０６１人 ７２７，２８８人 ▲ ４１，２２７人 
【鳥取県】合計特殊出生率 １．４３(全国３位) １．４４(全国９位) ▲０．０１ 
【全 国】合計特殊出生率 １．１５ １．２０ ▲０．０５ 

＜合計特殊出生率全国順位＞①沖縄（1.54）、②福井（1.46）、③鳥取・島根・宮崎（1.43）、 

⑥佐賀（1.41）、⑦長崎・熊本（1.39） 

【結果のポイント】 

・出生数は過去最低で、合計特殊出生率も過去最低のH20と同率。 

・出生数及び合計特殊出生率の減少幅（出生数▲171 人／合計特殊出生率▲0.01）は前年（出生数 

▲489人／合計特殊出生率▲0.16）より改善。 

・母の年齢での出生数は、25歳以上の全ての年齢階層で減少。母の年齢別の出生分布では、20～24歳・

30～34歳代が増加している。子の出生順位別では全ての階層で減少。 

・福井県以外の全ての都道府県で出生数・合計特殊出生率が減少。 

≪参考≫ ①出生数と合計特殊出生率の推移 
 

 
 
 

②母の年齢（５歳階級）別及び出生順位別の動向（鳥取県） 

＜母の年齢（５歳階級）別出生数＞  ＜母の年齢（５歳階級）別の出生分布＞     ＜出生順位別＞ 
 

 
 
 
                           
 
 
 

２．婚姻数について 

区 分 令和６年(概数) 令和５年(確定) 増減 減少（R6/R5） 
【鳥取県】婚姻数 １，７３８件 １，８１０件 ▲７２件 ▲４．０％ 
【全 国】婚姻数 ４８５，０６３件 ４７４，７４１件 ＋１０，３２２件 ＋２．２％ 

※婚姻率（人口千人に対する婚姻件数の割合）は本県が3.3で全国第34位。 

＜婚姻率全国順位＞①東京（5.7）、②大阪（4.7）、③愛知（4.5）、④神奈川・沖縄（4.4） 

３．今後の取組 
令和の改新ＰＴから派生した「とっとりの未来を語る若者ミーティング」を開催し、若者世代の不

安感やＺ世代の結婚観・家族観について素直な思いをヒアリング予定。ヒアリング結果は、子育て王
国とっとり会議（６月30日開催予定）や令和の改新ＰＴに共有し、今後の少子化対策（結婚・出会い
支援、子育て支援、仕事と子育ての両立支援 等）の検討につなげる。 

≪「とっとりの未来を語る若者ミーティング」開催概要≫ 

・日 時：６月29日（日）午前10時から正午まで 

・場 所：ＳＡＮＤＢＯＸ ＴＯＴＴＯＲＩ 

・参加者：とっとり若者活躍局、みんなで話彩や（はなさいや）チーム、令和の改新ＰＴ（若者・ 

女性に魅力ある地域づくりＰＴ）構成所属のうち関係部署 など 
    ※いずれも婚活・子育て世代である20～30代中心 

R６ R５ 増減

総数 3,092 3,263 ▲ 171

20歳未満 17 17 0

20～24歳 296 270 26

25～29歳 835 952 ▲ 117

30～34歳 1,064 1,069 ▲ 5

35～39歳 698 745 ▲ 47

40～44歳 177 202 ▲ 25

45歳以上 5 8 ▲ 3

R６ R５ 増減

総数 100.0% 100.0% 0.0%

20歳未満 0.5% 0.5% 0.0%

20～24歳 9.6% 8.3% 1.3%

25～29歳 27.0% 29.2% -2.2%

30～34歳 34.4% 32.8% 1.7%

35～39歳 22.6% 22.8% -0.3%

40～44歳 5.7% 6.2% -0.5%

45歳以上 0.2% 0.2% -0.1%

R６ R５ 増減

総数 3,092 3,263 ▲ 171

第１子 1,292 1,317 ▲ 25

第２子 1,097 1,200 ▲ 103

第３子 505 530 ▲ 25

第４子以上 198 216 ▲ 18

年　次 H20 H30 R１ R２ R３ R４ R５ R６

出生数（人） 4,878 4,190 3,988 3,783 3,708 3,752 3,263 3,092

対前年増減 ▲ 137 ～ ▲ 120 ▲ 202 ▲ 205 ▲ 75 44 ▲ 489 ▲ 171

合計特殊出生率【鳥取県】 1.43 1.61 1.63 1.52 1.51 1.60 1.44 1.43
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令和７年度第１回子育て王国とっとり会議の開催結果について 
 

 
令和７年８月６日 
子 育 て 王 国 課 

 
子育て王国とっとり条例に基づき設置している「子育て王国とっとり会議」について、第１回会議を

開催したので、概要を報告します。 
 

１ 開催概要 
（１）日 時 令和７年６月30日（月）午後１時から午後２時30分まで 
（２）場 所 県庁 特別会議室 
（３）出席者 鈴木慎一朗会長（鳥取大学教授）ほか委員20名 
 
 

２ 議事概要 

（１）シン・子育て王国とっとり計画の改訂に係る審議 

「シン・子育て王国とっとり計画」について、令和６年度第３回子育て王国とっとり会議（令和７

年３月10日開催）および第３回鳥取県青少年問題協議会（書面開催）での委員の意見を踏まえた改

訂案について、意見を伺った。 

【主な意見】 

・県が開催する会議等の参加学生は、鳥取大学や鳥取環境大学の学生が中心で、その他の高等教

育機関の参加がない。何らかの形で、その他の高等教育機関の学生が意見表明する機会を確保

し、施策に反映するなどして欲しい。 
 
（２）令和６年出生数と合計特殊出生率（概数）を受けての対策検討に係る審議 

「令和６年出生数及び合計特殊出生率」の結果（６月４日公表）及び「令和７年度鳥取県におけ

る少子化対策等に関するアンケート結果」を受けて、今後の少子化対策の方向性や施策のアイデア

について意見を伺った。 

【主な意見】 

・若い人たちは結婚の前に就職が大きいネックになっているため、県内就職について大学と連携

してもっとアピールした方が良い。 

・不妊治療は精神的なダメージが一番大きいと聞く。不妊治療に対しての周囲のサポートや、若

いうちから自分の体や不妊治療に対する理解度を上げていく必要があると感じる。 

・若いうちから自分のライフプランを考えていく機会を増やしていく必要がある。 

・プレコンセプションケアに関して、若い世代の方に前もって情報や知識、身体の状況などを知

ってもらうことは大切なので、ぜひ積極的に取り組んでほしい。 

・若者世代が少子化について当事者意識や危機感が無いように感じる。学校教育の中で、人口減

少や、福祉の負担など社会構造について深く考える機会がもっとあればと思う。 

・周りでも、若い年齢で結婚をして子どもも沢山ほしいがせっかく大学を出させてもらったから

働かなければ、とか、大学でいい人に出会っても地元に帰らなきゃいけないなどの声を聞いた

ことがある。 

・えんトリ―の入会手続きをオンラインで完結できれば、入会する人が増えるのではないか。 

・若い人は自然に出会える場を求めている。 
 
（３）報告事項 

第１回子育て支援情報発信方法検討部会開催結果、子育て応援パスポートの交付対象者拡大検討、

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例等について報告した。 

【主な意見】 
   ・県の情報発信は、出会いや若者のライフプランなども含めると範囲が広すぎる。情報発信

が、「誰の何のために、何をする」という視点を整理していくほうがよい。 
   ・子育て応援パスポートについて、市町村窓口に行くことが交付要件の場合、平日に働いてい

る人は難しいので、代理で受け取れる方法も検討してほしい。 
 

３ 今後の予定 
今回いただいた意見は、令和の改新プロジェクトチームに共有するほか、令和８年度予算要求への

反映を検討する。第２回子育て王国とっとり会議は10月頃に開催予定。 
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鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例について 

令和７年８月６日 家庭支援課 

１．背景 

○ＳＮＳに起因して、青少年がいじめ・誹謗中傷、性被害、薬物利用、闇バイトへの加担に巻

き込まれるなど様々な被害事案が発生し、生成 AI 技術を利用し顔写真等を用いた性的ディ

ープフェイが容易に作成できる昨今の状況下において、これらの被害から子どもたちを守

り、青少年を被害者にも加害者にもさせないため、鳥取県青少年健全育成条例の改正案が

令和７年２月定例県議会で可決され、４月１日から施行された。 

○改正条例では、生成 AI 等により青少年の顔画像を用いた児童ポルノ等の作成、製造、提供

を禁止する規定を新設。この禁止の実効性を確保するため、今般の改正において禁止規定

に違反した者に対する削除命令や罰則を新設し、青少年の健全な育成に向けて対策を充実

強化する。 

２．条例改正案の概要 

(１) 知事は、青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作

成、製造及び提供をした者に対して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の廃棄、削除その

他の必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 

(２) 知事は、(１)による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名若

しくは名称又はこれらに代わる呼称及び当該命令の内容を公表することができるものと

する。この場合、当該公表による青少年の心身への影響に十分配慮するものとする。 

     また、命令を受けた者が当該命令に従わないときは、５万円以下の過料に処する。 

(３) 青少年の容貌の画像情報を加工して作成したものを含む児童ポルノ等の作成、製造

及び提供をしたときは、当該違反行為をした者は、５万円以下の過料に処する。 

(４) 県は、この条例に定める事項に違反する行為により被害を受けた青少年及びその家

族に対して、適切な支援を受けられるようにするとともに、財政措置も含め必要な施策

を講ずるものとする。 

(５) その他所要の規定の整備を行う。 

(６) 施行期日等 

ア 施行期日は、公布の日から起算して１月を経過した日とする。 

イ 所要の経過措置を講ずる 

 

〔添付資料〕資料５－２ 

鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例案 
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鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例案 
 

鳥取県青少年健全育成条例（昭和55年鳥取県条例第34号）の一部を次のように改正する。 
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改

正する。 
改 正 後 改 正 前 

  
目次 
 第１章～第５章 略 
 第６章 罰則（第26条－第30条） 
 附則 

目次 
 第１章～第５章 略 
 第６章 罰則（第26条－第28条） 
 附則 

 
（県の責務） 
第３条 略 
２ 略 
３ 県は、この条例に定める事項に違反する

行為により被害を受けた青少年及びその家
族に対して、適切な支援を受けられるよう
にするとともに、財政措置も含め必要な施
策を講ずるものとする。 

 
（児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止） 
第18条の３ 略 
２ 略 
３ 知事は、前２項の規定に違反した者に対

して、期限を定めて、当該児童ポルノ等の
廃棄、削除その他の必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。 

 
（県の責務） 
第３条 略 
２ 略 
 
 
 
 
 
 
（児童ポルノ等の作成、製造及び提供の禁止） 
第18条の３ 略 
２ 略 
 

４ 知事は、前項の規定による命令を受けた
者が当該命令に従わないときは、その者の
氏名若しくは名称又はこれらに代わる呼称
及び当該命令の内容を公表することができ
る。この場合、当該公表による青少年の心
身への影響に十分配慮するものとする。 

 
第27条 略 
 
第28条 第18条の３第１項又は第２項の規定

に違反したときは、当該違反行為をした者
は、５万円以下の過料に処する。 

２ 第18条の３第３項の規定による命令を受
けた者が当該命令に従わないときは、５万
円以下の過料に処する。 

 
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関し、前条の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対して、同条の過料を科する。 

 
第30条 略 
 

 
 
 
 
 
 
 
第27条 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第28条 略 
 

附 則 
（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。 
（経過措置） 
２ 改正後の鳥取県青少年健全育成条例第18条の３第３項及び第４項の規定は、この条例の施

行後に同条第１項又は第２項の規定に違反した者について適用する。 
３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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鳥取県社会的養育推進計画の概要について 
 

令和７年８月６日 
家庭支援課 

 
 
１ 計画の趣旨と目標 
この計画は、こどもが家庭において健やかに育まれることを第一に、家庭で暮らせない場合でも、里親に
おける「家庭養育」を原則として、施設においても小規模化された「できる限り良好な家庭環境」での安
定した養育環境で、親や家族との関係性も保障される養育を通じ、こども一人一人の権利が尊重され、幸
せに生活することができるよう、県や関係者・関係機関が取り組むべき施策の方向性を定め、社会的養育
施策の充実を図ることを目標とした計画です。 

 
２ 計画期間 
この計画は、令和２年度から令和11年度までの10年計画で、令和２年度から令和６年度までを「前期計
画」、令和７年度から令和11年度までを「後期計画」と位置付けています。 
計画の中間年度にあたる令和６年度に、これまでの計画内容の取組内容を評価し、計画策定後の社会的養
育施策の動向変化や新たな課題への対応等も踏まえて、令和７年度以降の後期計画の策定をこの度行い
ます。 

 
３ 計画の理念と基本的な考え方 
代替養育が必要な場合は、こどもが家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援することを原則
とした上で、家庭における養育が困難又は適当でない場合にはパーマネンシー保障1となるような特別養
子縁組、普通養子縁組や里親委託を推進する（家庭養育優先原則）こととされています。 
これらが適当ではない場合には、「できる限り良好な家庭的環境」である小規模化された児童養護施設等
で養育されることが求められ、現在、里親委託の推進や施設の小規模化や多機能化等2に関する施策を推
進しています。 
同時に、地域のこどもに対する家庭及び養育環境に関する在宅支援を強化し、こどもの権利の擁護が図ら
れた社会的養育施策を推進することも求められています。 
本県では、こどもの権利保障とこどもの最善の利益を実現することを基本的な考え方とし、在宅での支援
でも代替養育における支援でも、全てのこどもが適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られ
ることを保障することができるよう、社会的養育の体制整備を推進します。 

 
４ 目標の実現に向けての具体的な取組内容 
（１）こどもの権利擁護の推進 
  児童虐待の未然防止やこどもの権利擁護について、これらの重要性を広く県民に周知するための啓
発活動を積極的に実施します。また、里親・児童養護施設等で生活するこどもや一時保護中のこどもの権
利擁護を図るため、当事者であるこどもの意見表明権を保障するため、こどもから適切に意見聴取するこ
とはもとより、こども自身がこどもの権利について学ぶことへの支援を実施し、子どもの意見表明をサポ
ートまたは代弁する仕組みの充実に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 永続的な家族関係をベースにした家庭という育ちの場の保障 
2 平成28年の改正児童福祉法において明記された「こどもの家庭養育優先原則」に則り、小規模グループケア

や一時保護委託の受入れ、里親支援機能の強化、市町村と連携した在宅支援等を進めるもの。 
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実現に向けた具体的な取組 
① これまで県・施設等が、施設等で生活するこども達と一緒に取り組んできた、こどもの権利に関す

る学習会を継続実施します。また、児童相談所一時保護施設における生活の満足度アンケートや児
童養護施設等におけるこどもの権利ノートの活用や意見箱の運営等、従前から取組内容は必要に応
じて内容を見直しながら実施します。 

② 「県版アドボガシー事業3（こどもの意見表明支援事業）」は、意見表明支援員の増員と研修体制の
充実を図り、県内全ての児童養護施設等に意見表面支援員を派遣することを目標とします。「県版
アドボガシー事業」は、より第三者性・独立性を担保するための事業運営のあり方を検討します。 

③ こどもの意見に対して、児童相談所や児童養護施設等が執った対応等を児童福祉審議会4へ報告し、
助言を求めるなど児童福祉審議会を活用し、こどもの意見を反映させる取組みを推進します。 

④ 里親、社会的養護施設、市町村等の関係者を対象とした、こどもの権利擁護に関する研修を積極的
に実施します。「共同親権5」、「こども性暴力防止法6」といったこどもの権利擁護に関連する新たな
制度に関する理解・啓発に努め、必要な対応を実施します。 

 
（２）在宅支援の充実 
市町村は、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機関である「こども家庭センタ
ー7」による相談支援を通じ、支援が必要な家庭等に対して必要な支援メニューを提供することにより、
虐待等に至る前の予防的支援や様々な課題がある世帯等への支援を効果的に実施し、児童相談所は、安全
かつ健全にこどもが育つことのできる家庭維持に向け、適切な在宅支援を行います。 
実現に向けた具体的な取組 
① 県内全ての市町村が令和９年度までに「こども家庭センター」を設置します。 
② 特に利用ニーズの高い「子育て短期支援事業」、「子育て世帯訪問支援事業」を多くの市町村で実施

できるよう、県においても地域資源の掘り起こしや、事業実施に向けての市町村支援を行います。
親子関係形成事業等、小規模市町村では単独で実施することが難しい事業については、近隣市町村
との共同実施等も含めて、その実施方法に関する市町村支援を行います。 

③ 市町村及び児童相談所において、児童家庭支援センターにおける指導委託を積極的に推進します。
本県の児童家庭支援センターは、子育て世帯訪問支援事業や養育訪問支援事業の実施に対応できる
ノウハウも有しているため、多くの市町村からこれらの事業が受託できるよう児童家庭支援センタ
ーの運営に関する支援も行います。 

④ 母子を分離せずに支援することができる母子生活支援施設は、在宅支援サービスにおいても親子分
離を防ぐ予防的な支援を実施できる機能がある強みを活かし、子育て支援短期入所事業や親子関係
形成事業といった事業を市町村から受託できるよう、母子生活支援施設への運営支援も行います。 

⑤ 児童相談所の一時保護委託や市町村の子育て短期入所支援事業を依頼できる里親を増やし、地域で
こどもを支える里親も増やしていきます。 

⑥ 妊娠から出産、出産後の生活支援を含めた支援が提供できる「妊産婦等生活援助事業8」の実施を検
討します。 

                                                      
3 児童相談所一時保護施設や児童養護施設などで生活するこどもの立場で、こどもの声を聴き、意見の形成や表

出をサポートするアドボキット（意見表明支援員）派遣の他、当事者グループの活動支援等を実施。当該事業

の運営等に当たっては、こどもや社会的養護経験者からの意見を聴いて実施することを原則としている。 
4 児童福祉法に基づき、こどもや妊産婦などの福祉について調査、審議するために、都道府県等などの執行機関

に設置される附属機関。 
5 離婚後も父母双方がこどもの親権を持つこと。令和６年の民法改正により制度化。令和８年５月２４日までに

施行される。 
6 令和６年６月２６日公布。学校や児童福祉施設等において、従事者による児童への性暴力の防止等の措置を講

じることを義務付ける。 
7 従来から市町村が持つ母子保健機能と児童福祉機能を統括することにより、こどもや妊産婦、子育て世帯に対

する一体的な支援を切れ目なく対応することを目的に、令和６年４月の改正児童福祉法で新設。 
8 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、実施主体（都道府県又は

市町村）が一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供、医療機関等の関係機関との連携を

行う事業。 
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（３）里親委託の支援 
代替養育が必要となる場合の支援について、里親やファミリーホーム9「以下「里親等」という。」での

養育が望ましい場合は、里親等での養育を原則とします。里親等での養育が望ましいこどもが確実に里親
等での養育が行われるよう、里親に対する支援体制の充実を図ります。 
 また、実親の下での養育や家族再統合が極めて困難なこどもについて、永続的に安定した養育環境が保
障できる特別養子縁組制度の活用を推進します。  
 

＜里親委託や特別養子縁組の推進＞ 
実現に向けた具体的な取組 
① 里親委託率は、３歳未満（75.0％）、３歳以上就学前児童（75.0%）学童期以降の児童（50.0％）を

目標値とし、里親登録数の増加、里親家庭とこどもの適切なマッチング、里親養育の質の向上等、
包括的な里親支援体制の充実に向けた取組を推進します。 

② 里親制度への理解を深めることを目的とした説明会等を、児童相談所、里親支援センター10、児童
養護施設等が協働して開催し、里親制度の周知啓発を図ります。保育士等、こどもに携わる専門職
等を対象とした里親制度の説明会等も開催し、里親確保に向けての新たな取組みも行います。 

③ 里親が養育場面で直面する多くの課題に対して、適切な対応ができるよう、こどもの育ちに必要な
実践的な研修内容を提供し、里親養育の質の向上に向けた研修体制の充実を図ります。 

④ 里親委託後は、委託児童の支援計画を里親等、児童相談所、里親支援センター、里親支援専門相談
員が共有するとともに、こどもの状況に応じて、定期的に見直すこととします。また、保護者との
交流等が可能なこどもについては、親子交流に関する支援も併せて行います。児童相談所、里親支
援センター、市町村が中心となり、里親を支援関係者が一体となり、支える里親支援体制を構築し
ます。 

⑤ 里親サロン等の実施を通じ、交流や日頃の養育に関する相談ができる場も提供し、里親同士が支え
合う関係づくりを進めます。 

⑥ 児童相談所は、こどもを里親へ委託するにあたって、こどもと実親、里親の双方が安心できる十分
な事前説明と情報提供を行います。里親委託後のこどもと実親との関係など、将来の見通しも関係
者に説明し、具体的なマッチング段階では、こどもと里親の不安を解消し、双方の安心が確認でき
た段階で委託を行うなど、丁寧な里親委託を推進します。 

⑦ 市町村や児童相談所はもとより医療機関等の関係者に対し、研修等を通じて、養子縁組や特別養子
縁組制度を正しく理解する機会を提供し、制度の認知度の向上を図ります。 

⑧ 養子縁組や特別養子縁組の推進にあたっては、児童相談所と里親支援センターが連携して対応しま
す。養子縁組や特別養子縁組の前後で、こどもや養親への支援が途切れることのないよう継続的な
支援を実施します。真実告知など養親が抱える特有の悩み等についても継続的に対応します。 

⑨  児童相談所が関与して特別養子縁組が成立した事例については、将来、こどもが自分の出自を知り
たいと思った時に対応できるよう、児童記録の永年保存を行います。 

 
（４）施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換等に向けた施設運営の充実 
こどもの特性や年齢等の事情により、里親等での養育より乳児院や児童養護施設での養育の方が適当と
判断される場合は、生活単位が小規模化かつ地域分散化された施設での養育を原則とし、その環境整備を
図り、併せて、高機能化及び多機能化等に関する取組を推進します。 
 施設機能の充実と併せて、施設等で生活するこどもの権利が保障された施設とするため、こどもの意見
表明ができる環境整備を図ることと併せて、こどもの権利擁護に関して高い意識のある職員の人材育成
を図ります。 
 また、施設内で重大事案が発生した場合における対応を適切に実施するための指針等についても整備
し、安心安全な施設運営の充実を図ります。 

 
 
 
 

                                                      
9 里親や支援員が5～6人のこどもを家庭に迎え入れて養育する事業。 
10 里親制度の普及促進やリクルート、里親への養育支援、里親への研修及びトレーニング等の包括的な里親支

援を実施する児童福祉施設。 
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実現に向けた具体的な取組 
① 小規模化及び地域分散化された施設でより手厚く、質の高い支援を必要とするこどもを養育してい

くために必要な人材育成と心理療法担当職員等の専門職員の配置や活用等による施設の機能強化
を図ります。 

② こどもが第三者に対し、自分の意見表明ができるよう、県版アドボガシー制度の充実を図り、全て
の乳児院等に意見表明支援員を派遣できる環境整備を図ります。 

③ 乳児院等の高機能化及び多機能化の取組みとして、一時保護専用施設の設置、市町村が実施主体と
なる家庭支援事業11においては、特に、子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業、親子関係
形成事業の実施促進を図ります。 

④ 児童相談所と協働し、適切なアセスメントに基づく支援計画により、こどもや保護者の状況に応じ
た親子関係の再構築支援に関する取組も推進します。 

⑤ 県や県児童養護施設協議会が実施するこどもの権利擁護に関する研修体制等の強化を図り、こども 
の権利擁護に対して高い意識のある職員の人材育成を図ります。 

⑥ 重大事案が発生した場合における乳児院等から県に対する報告要領や重大事案の公表に関する指
針を整備し、乳児院等で生活するこどもやその保護者が安心して生活することができる施設運営の
充実を図ります。 

 
（５）児童相談所の体制強化 
こどもに関するあらゆる相談に適切に対応することができるよう児童相談所の専門性の向上と体制強化
を図ります。児童福祉司等をはじめとする専門職員の配置の充実と人材育成に加えて、一時保護施設にお
いては、こどもの権利擁護に関する取組の充実と、より個別性を尊重した一時保護が可能となるような体
制強化を図ります。 
実現に向けた具体的な取組 
① 相談対応件数等に応じ、児童福祉司や児童心理司等の適切な配置を行い、児童相談所の運営の質を

向上させるため、児童相談所第三者評価及び児童相談所一時保護施設第三者評価の受審を継続しま
す。児童相談所の体制強化と併せて、ICT等を活用した児童相談所業務の効率化や職員が働きやす
い職場環境の整備も推進します。 

② 一時保護の実施や児童養護施設等への入所措置が伴う行政処分の場面では、こどもの意見聴取を確
実に実施し、こどもの年齢等に応じて、行政処分を行う必要性や今後の見通し等を丁寧に説明しま
し、こどもの権利擁護を保障する観点から、「県版アドボガシー制度」の充実にも取り組みます。 

③ 児童相談所が対応する困難な相談事例に関する支援について、児童福祉審議会への意見聴取を積極
的に実施し、第三者の意見も参考にしながら、こどもや保護者の支援の充実を図ります。 

④ こどもや保護者を取り巻く環境を踏まえた適切なアセスメントを実施するとともに、虐待等により
家族と離れて生活することになったことによる分離喪失や傷つきがあるこどもへのケア、子育てに
悩む保護者に寄り添った相談支援等、こどもや保護者のニーズに沿った適切な支援を実施します。 

⑤ 親子関係の再構築支援については、市町村や児童家庭支援センターとも連携し、親子関係を修復す
るために必要なプログラムを提供する仕組みを構築することを検討します。児童家庭支援センター
には、子育てのスキルを習得することが安定した親子関係を構築することに有効と思われる相談事
例を中心に、児童家庭支援センターに積極的に指導委託を行うことも推進します。 

⑥ 人材育成に関しては、こどもの権利擁護に関する深い知識を有している、こどもを中心とした支援
や保護者に寄り添った支援ができる、関係機関との連携・協働を円滑に行うことができる等、児童
相談所職員として求められる資質を備えた人材育成を行います。また、児童福祉司や児童心理司に
対して、的確なスーパーバイズ（指導・教育）ができる係長級又は課長補佐級の職員の育成を図り
ます。 

⑦ 鳥取県社会福祉職人材育成方針に基づき、研修、職場内ＯＪＴを通じて、計画的に職員の人材育成
に取り組みます。また、市町村と児童相談所の連携強化を推進する観点から、市町村職員と児童相
談所職員の人事交流も積極的に行います。 

 
 

                                                      
11 児童福祉法第21条の18に規定された6つの事業（子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事

業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業）を指す。 
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（６）社会的養護経験者12等の自立支援 
 社会的養護経験者等（社会的養護経験者や被虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらな
かった者等）に対する自立支援の強化に向け、新たに創設された社会的養護自立支援拠点事業13の実施や
児童自立生活援助事業の年齢制限弾力化の活用を積極的に行い、社会的養護経験者等の自立支援を推進
します。 
実現に向けた具体的な取組 
① 進学、就職等により施設等の入所措置が解除されることが見込まれる場合は、奨学金、資格取得、

住居に関すること等、自立生活に必要な各種手続きなどの支援を措置継続中の段階から、施設、里
親等、児童相談所、里親支援センター、社会的養護自立支援拠点事業所等のこどもを取り巻く関係
機関が連携して支援します。 

② こどもの自立に向けた支援を充実させるため、施設においては、自立支援員や職業指導員等の配置
と措置解除後のアフターケアの取組みの充実を推進します。 

③ 児童自立生活援助事業所（Ⅰ型（自立援助ホーム））をはじめ里親、ファミリーホーム等における
児童自立生活援助事業の実施を推進し、20歳を超えての児童自立生活援助事業の利用や、一旦、事
業の利用を終えた者でも同事業の利用が必要な者に対しては、生活場所や必要な支援を提供できる
よう体制整備を図ります。 

④ 社会的養護経験者やこれまで公的支援につながらなかった支援を要する者が、いつでも気軽に相談
できるよう、社会的養護自立支援拠点事業所の周知と機能強化を図ります。 

⑤ 社会的養護経験者や公的な支援に繋がらなかった者が置かれている状況等を把握し、適切な支援に
つなげる仕組みの構築に向けて、児童相談所や市町村、児童福祉施設、里親、ファミリーホーム、
自立援助ホーム、社会的養護自立支援拠点事業所、就労支援機関等の関係機関で構成する「社会的
養護自立支援協議会14」の設置を検討します。 

 
【参考】具体的な取組内容に関連する主な指標 
項目 R7.3月末時点 R11年度末 
県版アドボカシー事業の意見表明支援員
の増員 

16名 30名 

施設等への意見表明支援員の派遣 ４施設 ９施設 
こども家庭センターの設置市町村数 ５市町村 19市町村 
子育て短期支援事業実施市町村数 16市町村 19市町村 
子育て世帯訪問支援事業実施市町村数 10市町村 19市町村 
妊産婦等生活援助事業の実施 ０か所 ２か所 
里親委託率 ３歳未満（18.2％） 

３歳以上就学前児（25.6％） 
学童期以降の児童（28.0％） 

３歳未満（75.0％） 
３歳以上就学前児（75.0％） 
学童期以降の児童（50.0％） 

里親登録数 養育里親（89世帯） 
専門里親（９世帯） 

養子縁組里親（15世帯） 

養育里親（130世帯） 
専門里親（15世帯） 

養子縁組里親（50世帯） 
一時保護専用施設の設置 ０か所 ２か所 
社会的養護自立支援協議会の設置 無 有 

 

                                                      
12 成人等により、児童養護施設や里親などの社会的養護の保護を離れた人。 
13 社会的養護経験者等の孤立を防ぎ、必要な支援につなぐため、相互の交流を行う場所や必要な情報の提供、

相談や助言、帰住先がない場合に状況が安定するまで一時的に滞在させ、住居支援や生活支援を行う。 
14 児童養護施設等への措置を解除された方等の実態を調査し、その結果から都道府県における自立支援の体制

の評価や支援ニーズに則した支援体制の構築の検討を行う。 



米子児童相談所一時保護所の給食調理における異物混入について 

 令 和 ７ 年 ８ 月 ６ 日 
西部総合事務所県民福祉局 

 

米子児童相談所の一時保護所において、入所児童等に提供している給食（６月29日の昼食）への異物が
混入した事案が発生したので、その概要、原因、再発防止策等を報告します。 
 
１ 概要 

(１)発生日時 令和７年６月29日(日) 正午ごろ 
(２)場所 鳥取県西部総合事務所県民福祉局米子児童相談所内の一時保護所 
(３)異物が混入したメ 
ニュー 

味噌汁（具材：大根、油揚げ） 

(４)異物 白いプラスチック片（長さ：７ミリメートル程度） 
(５)混入に気づいた者 米子児童相談所職員 
(６)当日給食を食べた  
 者 

児童３名（いずれも中学生）、職員３名 
 ・異物を口にしたのは職員１名のみ。 

(７)給食を食べた者の
体調等 

発生当日に確認したところ健康被害は確認されておらず、それ以降も同様 

(８)給食の調理の概要 ・調理業務は民間事業者に委託しており、調理は全て委託先の職員が行って
いる。 

・主菜は委託先の事業所で調理を行い、温め・盛り付けを児童相談所内の調
理室で委託先の調理員が実施する。 

・米飯は児童相談所内の調理室で委託先の調理員が炊飯する。 
・味噌汁は、具材のカットを委託先の事業所で実施し、みそ汁の最終調理は
児童相談所内の調理室で委託先の調理員が実施する。 

 
２ 原因 

・委託事業者の調理員が、みそ汁の具材（大根）の千切りを委託先の事業所で行った際に、千切りに使用
した調理器具であるスライサーの指ガード（プラスチック製）が刃に触れて削れ、大根の千切りに混
入した。（地方独立行政法人鳥取県産業技術センター食品開発研究所で当該指ガードと混入したプラ
スチック片の分析を行い、合致することが確認されたもの。） 

・調理員は、千切りの大根の状態や異物の有無を目視で確認をしたが、大根と破片の両方が白色であっ
たため、異物を見逃してしまった。 

・異物が混入した大根の千切りを使用してみそ汁の最終調理を行ったが、その際にも異物の混入に気づ
かなかった。 

 
３ 謝罪等の対応 
・発生後ただちに米子児童相談所の担当課長が児童に謝罪をするとともに、保護者にも電話で謝罪を行っ
た。また、原因が判明した際にも同様に説明及び謝罪を行った。 

 
４ 再発防止策等について 
（１）調理工程等における対策（委託先） 
  ・指ガードと刃が接触しないように使用するなど、スライサーの使い方を改めるほか、使用した調理

器具の使用の前後に記録をつけるとともに、破損・劣化した調理器具の使用の可否について組織で
の判断を行う。 

 
（２）施設面での対策（児相、委託先） 
  ・食品関係の許認可庁である米子保健所の指導に基づき、調理室等で異物が混入しないように、同室

内の不要なものの撤去など再度の点検を実施。以後継続的に点検を実施する。 
 
（３）人的な面での対策（児相、委託先） 

・調理委託業者に対して、食品の安全管理等についての社員教育の徹底を依頼した。また、児童相談
所職員についても同様に研修等を実施する。 
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米子市内の認定こども園の再開及び指導事項の改善の確認について 
 

令 和 ７ 年 ８ 月 ６ 日  
西部総合事務所県民福祉局  

 

令和６年４月19日開催の本常任委員会で施設内虐待等の不適切な事象について報告した米子市内の認定こ
ども園について、園の名称や法人の名称、代表者を変更の上、８月１日から再開する届出が提出されました。 
再開にあたり、令和６年３月に提出された改善報告の実効性について６月18日・20日及び７月14日に再度

現地調査等を行い、いずれも改善されていることを確認しましたので報告します。 
 
１ 施設概要 
 （当時） ※令和６年４月１日から休止中 

園名（所在地） 種別 
 

開設者 
園児数 
<R6.3.1> 
(定員) 

職員数 
設 置 
年月日 

米子ナーサリー・スクール 
(米子市新開７－３－27) 

認定こども園 合同会社TheEduceLLC 
（本社：米子市） 

29名 
(38名) 

12名 H31.3.29 

 

（再開） ※令和７年８月１日から 

園名（所在地） 種別 
 

開設者 
園児数 
<R7.8.1> 
(定員) 

職員数 
再 開 
年月日 

新開こども園 
 (米子市新開７－３－27) 

認定こども園 合同会社かけはし 
（本社：米子市） 

３名 
(20名) 

15名 R7.8.1 

                                                ※園児数は予定 

 

２ 再開にあたり確認した事項 
  令和６年３月に文書により施設内虐待、職員間のハラスメント等について改善指導を行い、改善報告が
提出されたが、その直後の休止のため現地確認等に至らなかった点について、更なる確認を行い、指摘さ
れた事項についてはいずれも改善されていることを確認した。 

 ＜今回実施した現地調査等の結果＞ 

○当時虐待を行った職員が園に立ち入ることができないようドアチェーンと入口の鍵を交換。 

○虐待及びハラスメントを行った職員は解職済み。 

○子ども達が安全に保育を受けることができるよう、外部からの侵入者については、安全管理マニュア

ル等に従って対応するとともに、新たに不審者対応マニュアルを策定し、外部からの侵入者だけでな

く、園外や近隣に不審者が出現した場合の対応についても規定。 

○園長と管理者をそれぞれ設け、園長が保育職員と園児を守り、管理者が不審者対応をするなどの役割

分担を行い、園児が園での生活を普段通りに楽しむことができる対策が取られている。 

 
３ 再開する認定こども園について 

・児童の安全面を考慮し、園名や開設者（法人名・代表者名）、職員も一新し、上記のとおり再開する。 
再開に当たっては、県（子育て王国課、西部総合事務所県民福祉局）、米子市において書面及び現地確
認を実施済み。 

 
４ 今後の県の対応 
・認定こども園再開後は、毎年実施している児童福祉行政指導監査において、園児の健全育成を保障する

ための最低基準等を検査し、最低基準が維持されていない場合には、その事項について改善を求め指摘
を行っていく。 

 

（参考）事案の概要（令和６年３月５日、４月19日の常任委員会での報告内容（抜粋）） 

   当時の認定こども園について施設内虐待の通報があり、同園に対して児童福祉法に基づく特別指導監

査を実施し、特定の園児に対して威嚇と判断されるような発言等を行っていること等が確認された。園

児に対する心理的虐待と判断されたため、不適切な事象に対して文書による改善指導を行い、改善策等

が提出されていた。 

   同園は令和６年４月１日から休園していたが、再開する場合は改善策の実効性を確認するため、現地
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調査、指導を行うこととしていたもの。 

 

○文書指摘の内容と改善策等（当時） 

文書指導の概要 園から提出された改善策等の概要 

(１)施設内虐待の発生 
・施設内で発生した園児に対する心理的
虐待について即時に施設内虐待が行わ
れない措置を講ずること。 

・更なる事実確認を行うこと。 

・虐待を行った職員が園に立ち入ることができないようド
アチェーンをつけるとともに、ドアロックの交換も手配
し、警察の110番登録を行った。 

・園児の見守りを園長を中心に注意深く実施する。 
・園の全職員に調査を行った。 

(２)保護者との約束を順守していない 
・園が保護者と交わした約束の「特定の
職員が園に立ち入らないこと」が遵守
されていなかったことの事実確認を行
うこと。 

・再発防止策を講ずること。 

・当該職員が園に入ろうとした場合は、園長から園に入ら
ないように促していた。 

・３月１日に当該職員の役職の解任、解雇、園への立入禁
止を通知した。 

(３)保護者の要請に基づく保護者会の開
催をしていない 

・複数の保護者から求められていた保護
者会を開催すること。 

・３月８日に保護者会を開催した。 
・経緯、指導内容、再発防止策を説明、謝罪を行ったが、
保護者の方々との信頼関係回復には至らなかった。 

(４)職員間のハラスメント事象 
・職員の面前でのＩＣレコーダーの破
壊、大きな声を出すなど、職場内での
ハラスメントと考えられる行為の発生
についての事実確認を行うこと。 

・再発防止策を講ずること。 

・発生時に同席の職員３名について、２月に顧問社会保険
労務士が、当日の状況、心理的な面の聞取りを実施。 

・ハラスメントを行った職員が園に立ち入ることができな
いようドアチェーンをつけるとともに、ドアロックの交
換も手配し、警察の110番登録を行った。 

・３月１日に当該職員の役職の解任、解雇、園への立入禁
止を通知した。 

 



 

令和７年３月に発生した県立総合療育センター入所児童の死亡事故の検証について 
 

令和７年８月６日 
子ども発達支援課 

 
 令和７年３月に発生した県立総合療育センター入所児童の死亡事故を検証する医療事故調査委員会につ
いて、第１回委員会を次のとおり開催しましたので、その概要について報告します。 
 
１ 日 時 令和７年７月４日（金） 午後７時から午後８時40分まで  

２ 場 所 県立総合療育センター（米子市上福原７丁目13-３） 

３ 出席者 県立総合療育センター医療事故調査委員会（全員出席） 

外部委員 大澤 晋委員（岡山大学病院医療安全管理部准教授） 
松岡真弓委員（鳥取県看護協会教育部次長） 
浜田真樹委員（弁護士、日弁連子ども権利委員会事務局長） 

内部委員 佐竹隆宏委員（医務部部長）、足立裕季子委員（看護部長） 

事務局 
子 ど も 家 庭 部 中西朱実部長、柴田智幸子ども発達支援課長 
総合療育センター 小枝達也院長、住友正人事務部長 

４ 議事概要 

（議題１）委員長の選任について  
・互選により、大澤晋委員が委員長に選出された。 

（議題２）会議及び会議結果の公開、非公開について 
・議題３に個人情報が含まれるため、議題３以降の会議は非公開とすることを決定した。 

（議題３）令和７年３月に発生した県立総合療育センター入所児童の死亡事故の検証について  
・事務局から資料に基づき説明後、質疑応答及び意見交換を行った。 
・委員長から、次回以降、各論点を整理して検証していく旨の方針が示された。 
 

【委員からの主な意見】 
〇本事案の概要等について  
・児童の発言に基づいて、医療従事者が対応内容を決定している場面（頭は打っていないという児童
の発言に基づき、頭部のＣＴを撮影しない。傍にいなくて大丈夫という発言に基づき、付き添わな
い。など）があるが、医療従事者として問題なかったのか。 

・当初「明らかな骨折なし」としていたが、ＣＴ画像を３Ｄに変換された画像を確認した結果、骨折
が疑われる像が見つかっている。診断上の見落としがなかったのか検討が必要である。 

・ＳｐＯ２（血中酸素飽和度）等のモニターだけでなく、心電図モニターを装着するという判断はし
なかったのか。 

・病院や児童福祉施設として求められる看護師の配置基準の充足状況や勤務体系等に関する客観的
データを示してほしい。 

・保護者への連絡先やタイミングが適切だったのか、職員に連絡先等がどの程度周知されていたのか
検討が必要である。 

〇看護職員へのヒアリング調査の実施について 
・別途、看護職員（４０人程度）を対象にしたアンケートを予定しているからかもしれないが、ヒア
リング対象者数の設定（１０人程度）が適切かどうか、統計学的な観点も含めた検討が必要である。 

・個人の責任を追及するものではないという委員会の目的を踏まえて、ヒアリング項目を検討する必
要がある。 

・事故当日、看護部長が事故に関係した看護職員に対するヒアリングを実施していることから、今回
のヒアリングは、その結果を踏まえて実施する必要がある。 

〇看護職員へのアンケート調査の実施について 
・マニュアルがあったとしても、理解と納得がなければ職員の行動変容につながらないことから、マ
ニュアルの形骸化等の状況についても、アンケート項目に入れることが必要である。 

・アンケートは、匿名を希望しない職員もいるかもしれないので、希望に応じた対応ができるよう見
直しが必要である。 

 
（その他） 
 ・次回は、８月13日（水）午後１時30分から開催することを決定した。 
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県立障がい児施設における重大事故発生時における対応マニュアルの制定について 

 
令和７年８月６日 

 子ども発達支援課 

 

平成３０年１２月に発生した皆成学園における児童死亡事案の検証作業において、各県立障がい児施設

（以下「各県立施設」という。）で重大事故が発生した場合のマニュアルの作成が必要であるとの提言を頂

いたことから、各県立施設とマニュアル案の協議を続けてきたところです。 

この度、当該協議が調ったことから、次のとおり、各県立施設における重大事故発生時の対応マニュアル

を制定しましたので、報告します。 

 

１ 検討経過 

 〇令和７年３月１９日 鳥取県立皆成学園における重大事故検証報告書（鳥取県児童福祉審議会支援検

証部会）を公表 

 

 

 

 

 

 

 〇令和７年４月２４日 「県立児童入所・通所施設における安全・安心な環境整備推進会議」でマニュ

アルの原案を提示し、各県立施設と検討に着手（令和７年６月３日まで実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇令和７年５月２１日 鳥取県議会福祉生活病院常任委員会に検討状況を報告 

 〇令和７年６月 ５日 鳥取県児童福祉審議会に検討状況を報告 

〇令和７年６月 ５日 「県立障がい児施設における重大事故発生時における対応マニュアル」の制定 

 

２ 主な内容 

  重大事故発生時の対応について、主に次の区分に応じて、基本的な対応方針をマニュアルに定めた。 

 （１）事故報告 

   ・主管課に報告すべき重大事故の範囲（死亡事故、完治まで30日以上となることが見込まれる負傷

事故、意識不明事故、救急搬送を要すると判断される事故など）や報告期限（第１報は事故発生即

日、事故原因の初期分析結果等は１週間以内）等について規定 

 （２）事故発生直後の対応 

   ・重大事故発生時には、重大事故が発生したことを組織内で共有し、子どもの救命措置（止血措置、

心臓マッサージ、AED等）を開始する。 

・救命措置と並行して直ちに施設長に報告し、施設長は職員の確保や対策本部の設置など、重大事故

に対処する体制を整える。 

・他の子どもの安全を確保するとともに、生体情報データ（SpO2や脈拍など）の記録等を適切に保管

する。 

 （３）事故の公表 

   ・県立施設における重大事故の発生については、その公的性格や社会的影響度の高さに鑑み、隠蔽

しているとの批判を受けることがあってはならず、速やかに公表する。 

＜報告書抜粋＞ 
〇 重大事案発生時の対応の手順、必要な対応事項のチェックリストが具体的な方針等があれば、
迅速で確実な対応につながる。 

〇 主管課においては、日頃から学園の支援状況を把握し、重大事案が発生した場合などは、必要
に応じて職員の派遣、対応方法の助言、対応の進捗管理や対応を代行するなど、事前に具体的な
対応の流れや学園との役割分担を整理しておくことが必要である。 

＜各県立施設の主な意見＞ 
〇総合療育センター 
 ・重大事故発生時には、各県立施設に対策本部を設置する旨を記載してはどうか。 
 ・生体情報データ（SpO2や脈拍など）や医療機器操作記録の保存が必要である旨を記載してはど

うか。 など 
〇皆成学園 
・他の利用児童の心理的ケアなど、必要なフォローが必要であることを記載してはどうか。 
・施設職員に対する保健師や外部の専門家等のカウンセラーによる長期フォローが必要である旨
を追記してはどうか。 など 
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・保護者に対しては公表することの必要性や社会的意義を丁寧に説明し、保護者の同意が得られる

ように説明を尽くす必要がある。 

 （４）保護者への対応 

   ・施設の管理職員に保護者対応を一元化し、責任ある対応ができる体制を整え、事故の発生状況等

について適切に報告し、誠意をもって対応することが必要である。 

   ・事故をきっかけに保護者との関係が悪化し、関係性の継続が困難となった場合には、主管課職員

や弁護士などの第三者性のある者の介入を検討する。 

   ・他の保護者が安心して県立施設を利用することができるよう、保護者説明会の開催を積極的に検

討する。 

 （５）他の子どもへの対応 

   ・重大事故を目撃した他の子どもについては、心理的な負担が大きかったと思われることから、児

童相談所や外部の専門家等と連携しながら、丁寧なフォローが必要である。 

   ・入所施設という性格上、事故後においても事業継続が必要であるが、従来どおりの事業継続が困難

であると認められる場合には、事業継続計画（BCP）の発動や事業実施体制の縮小等の対応を検討

する必要がある。 

 （６）施設職員への対応 

   ・心理的な負担が大きい業務を担当した職員については、職員の健康管理を所管する課や臨床心理士

など外部の専門家と連携しながら、その後の健康観察など、当該職員に対する丁寧なフォローが必

要である。 

・施設長は、施設職員を対象に事故後の経過や今後の運営方針等に関する説明を行うなど、施設職員

の不安と動揺を収め、全職員が安心して業務にあたることができるよう必要な支援を行う。 

 （７）報道機関への対応 

   ・重大事故については、広報課と連携して、早期に記者会見により公表することが必要である。 

   ・報道対応については、情報が混乱しないように主管課及び県立施設のそれぞれに一元的に報道対

応を担当する職員を配置する必要がある。 

 （８）事故後の検証 

   ・各県立施設においては、事故対応と並行して、事故の検証とその結果を踏まえた再発防止策の検

討に速やかに着手する必要がある。 

・重大事故である場合には、県児童福祉審議会支援検証部会が設置され、県立施設が行った自己評

価や再発防止策の検証も含め、必要な調査を行う。 

・医療機関である県立施設については、医療法に基づく医療事故調査が必要となることについても

留意する。 

 

３ 民間障がい児入所施設・通所事業所への情報提供 

 同種の施設や事業所における更なる安全性向上に向けた取組の参考にしていただくため、今回作成し

たマニュアルや支援検証部会報告書を県内障がい児入所施設・通所事業所に情報提供した。 
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県立障がい児施設における重大事故発生時における対応マニュアル 
 

令和７年６月５日 子ども発達支援課 

 
はじめに 

 平成30年12月に発生した皆成学園における死亡事故の原因検証作業において、重大事故発生時におけ

る対応事項のチェックリストや具体的な方針、事故後の補償対応を含む保護者対応等については基本的な

対処方針をあらかじめ定めておくことが必要であるとの指摘を受けたところである。 

本マニュアルは、この指摘を踏まえ、県立障がい児施設（以下「県立施設」という。）において重大事故

が発生した場合に、各施設において最低限必要となる基本的な対応事項を定め、重大事故発生時における

対応やその後の保護者対応を適切に行うために必要な初動体制を早期に整えることを目的とするものであ

る。 

 

１ 重大事故発生時の対応 

（１）事故報告 

  ア 主管課への事故報告 

    県立施設で事故が発生した場合には、鳥取療育園以外の施設については、「鳥取県障害福祉サービ

ス事業所等における事故等発生時の報告要領」（令和６年６月６日制定。以下「報告要領」という。）

により、指導監査実施機関に速やかに報告するものとされ、鳥取療育園については、障害児通所支

援事業所の指定権限が鳥取市にあることから、「鳥取市障害福祉サービス等事故報告事務取扱要領」

（平成30年８月23日制定）により、市に報告するものとされているが、施設所管課として子ども

発達支援課（以下「主管課」という。）においても状況を把握する必要があることから、下の要件に

該当する事故については、主管課にも別途報告する必要がある。 

 

 【報告対象となる重大事故の範囲】 

   原則として、報告要領で報告対象となっている事項と同じであるが、報告が必要となる主な事例は

次のとおりである。 

①死亡事故（病気死亡であることが明らかな場合を除く） 

   ②負傷事故（治療に要する期間が30日以上となることが見込まれる事故） 

   ③感染症事故（同一の感染症による重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合又は同一の感染

症の患者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合） 

④意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの） 

   ⑤救急搬送を要すると判断される事故（例えば、次のような事故を想定） 

     ・入浴時の事故 ・リハビリ器具による事故 ・アレルギー疾患によるアナフィラキシー症状 

 ・熱傷（やけど）事故 ・誤嚥、窒息、転倒 ・外出時の重大事故（交通事故）等 

 

 【報告対象となる施設・事業の範囲】 

   ①障害児入所施設 

②障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス） 

③児童発達支援センター 

④健康保険が適用される診療・リハビリ 

 

 【報告の取扱い・報告期限】 

   ①第１報 

    県立施設は、原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）に報告要領の別紙様式（以下「報告様

式」という。）により、主管課に報告するものとする。（報告要領では、速やかに（５日以内を目安）

とされているが、主管課は、指導監査実施機関よりも早急に状況を把握する必要があることから、

事故発生当日を原則とする。） 

(別添)資料18



2 
 

    夜間や休日に事故が発生するなど、報告様式により難い場合には、電話やメールによる報告も可

能とするが、この場合においても、追って報告様式を作成し、提出すること。 

 

   ②第２報 

    県立施設は、原因分析の初期評価と当該評価に基づく再発防止策の検討を行い、第１報後、１週

間以内に報告様式により、主管課に対して報告を行うものとする。（報告要領では、２週間以内とさ

れているが、主管課は、指導監査実施機関よりも早急に状況を把握する必要があることから、１週

間以内を原則とする。） 

    なお、第２報で報告を行うのは、初期的な原因分析や再発防止策の検討結果であり、本格的な原

因分析や再発防止策の検討については、児童福祉審議会支援検証部会において実施されることにつ

いて留意が必要である。 

 

イ その他関係機関への事故報告 

    県立施設で事故が発生した場合には、当該児童のサービス利用に係る法的根拠や、事故の態様等

に応じて、関係機関への報告が必要となる場合があることに留意する。 

 

 【その他の関係機関の具体例】 

   児 童 相 談 所：児童福祉法等に基づく措置児童については、児童相談所への報告が必要 

   保 健 所：健康保険が適用される診療やリハビリ等における医療事故や、一定の要件

を満たす感染症や食中毒が発生した場合には、保健所への報告が必要 

   医療事故調査センター：病院・診療所としての性格を有する県立施設において、医療起因性等の要

件を満たす医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターへ

の報告が必要 

 

（２）事故発生直後の対応 

  ①消防機関への救助要請と救命措置の実施 

・重大事故発生時には、重大事故が発生したことを組織内で共有し、子どもの救命措置（止血措

置、心臓マッサージ、ＡＥＤ等）を開始するとともに、直ちに消防機関に救助要請を行う。 

・上記措置と並行して直ちに施設長に報告し、施設長は、あらかじめ整備している緊急事態対処

マニュアルを発動し、職員の招集確保や対策本部の設置など、重大事故に対処する体制を整え

る。 

    

  ②他の子どもの安全確保 

・重大事故を引き起こした原因から可能な限り距離を取り、他の子どもに危険が及ぶことがないよ

う留意する。 

・また、他の子どものＰＴＳＤ予防の観点から、救命措置が行われている現場が見えないようにす

るなどの配慮が必要であることにも留意する。 

 

  ③病院への同行支援 

・搬送先の病院は、当該子どもの障がい特性や服薬の状況等に配慮した措置が必要となることから、

それらについて医師への説明ができる職員が同行することが必要である。 

・また、搬送先の病院において、保護者対応が必要となる可能性が高いことから、管理職員が同行

することが望ましい。 

 

  ④現場の保存、記録 

・警察による実況見分が行われる可能性があるので、事故現場については、子どもの救命や他の子

どもの安全に支障がない限りにおいて、現状のまま保全する。 

・病院や診療所としての法的性格を有する施設については、生体情報データ（SpO2 や心拍数など）

や医療機器操作記録が失われることがないよう適切に保管する。 
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・事故現場にいた職員一人ひとりの状況を時系列で端的に記録する等、後年の検証作業に耐えられ

るよう県立施設の重大事故への対応状況を客観的に記録する職員を配置する。 

 

  ⑤主管課による県立施設への支援 

・県立施設には、保護者、警察、報道など関係機関との調整業務など、様々な業務が集中すること

から、主管課から県立施設に対する人的支援体制の構築（対策本部の運営や記録の保存管理作業）

や業務の代行など、県立施設が行う事故対応業務を最大限支援することを早期に検討する。 

 

（３）事故の公表 

①事故公表に関する基本原則 

・県立施設における重大事故の発生については、その公的性格や社会的影響度の高さに鑑み、隠蔽

しているとの批判を対外的に受けることはあってはならず、速やかに公表することを原則とした

対応が求められる。 

②保護者への丁寧な説明 

・保護者に対しては、公表することの必要性や社会的意義を丁寧に説明し、保護者の同意が得られ

るよう説明を尽くす必要がある。 

・また、県立施設職員の説明では理解頂けない場合には、主管課職員や児童相談所職員も説明に加

わるなど、組織を超えた対応を行う。 

 

（４）保護者への対応 

①保護者対応の体制整備 

・事故の発生状況等について適切に報告し、重大事故の当事者となった子どもの保護者の意向を

丁寧に確認しながら、誠意をもって対応することが必要である。 

・そのためには、管理職員に保護者対応を一元化し、責任ある対応ができる体制を整えるべきで

あり、当該管理職員にすべての情報が集約される仕組を早期に整える必要がある。 

 

②保護者への連絡 

・事故直後の段階で保護者に事故が発生した旨を報告する。搬送先の病院等が決まっている場合

には、直ちに病院に来て頂きたい旨のお願いも併せて行う。 

・病院内で医師による保護者説明に同席するほか、県立施設としても保護者へ事故発生状況等の

説明を丁寧に行う必要があることから、必要に応じて病院内でプライバシーを確保できるスペ

ースを借りるなどの調整を行う。（措置入所児童である場合には、児童相談所と連携して対応す

る。） 

・事故後も保護者には丁寧な対応を続ける必要があるが、保護者が施設と連絡をとることを拒否

する等、事故をきっかけに県立施設と保護者の関係が悪化し、関係性の継続が困難になった場

合には、主管課職員や弁護士など第三者性のある者の介入を検討する。 

 

③保護者説明会の開催 

・県立施設において重大事故が発生したことが報道された場合には、他の保護者から保護者説明

会の開催など県立施設からの直接的な説明を求められる可能性がある。事故原因及び再発防止

策を対外的に説明できる状況にない場合においても、他の保護者が安心して県立施設を継続的

に利用することができるよう、また、県立施設の説明責任を果たす観点から、保護者説明会等

の開催を積極的に検討する必要がある。 

・保護者説明会を開催することは、報道機関を含めて対外的に公表することと同義であることか

ら、重大事故の当事者となった子どもの保護者のプライバシー確保に最大限配慮することが必

要である。 

 

（５）他の子どもへの対応 

①心理的なケアの対応 
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・重大事故を目撃した他の子どもについては、心理的な負担が大きかったと思われることから、児

童相談所や外部の専門家等と連携しながら、その後の健康観察など、丁寧なフォローが必要であ

る。 

②施設サービスの継続 

・子どもの命と健康を預かっているという県立施設の性格上、重大事故が発生した場合においても

施設サービスを止めることはできず、事業の継続が必要である一方で、人員体制や施設設備の状

況等を総合的に勘案して、従来どおりの事業継続が困難であると認められる場合には、事業継続

計画（ＢＣＰ）の発動や事業実施体制の一部縮小等の対応を検討する必要がある。 

 

（６）施設職員への対応 

①事故に対応した職員のケア 

・重大事故の当事者となった子どもの救命措置など、心理的な負担が大きい業務を担当した職員に

ついては、職員の健康管理を所管する課や外部の専門家等と連携しながら、その後の健康観察な

ど、当該職員に対する丁寧なフォローが必要である。 

・また、当時の対応について検証するため、事情聴取をする場合においても、必要に応じて保健師

の同席を求めるなど、心理的負担に配慮することも検討する必要がある。 

②事故対応等に係る経過説明等 

・事故の初期対応に一定の目途がついた時点で、施設長は、施設職員を対象に事故後の経過や今後

の運営方針等に関する説明を行うなど、施設職員の不安と動揺を収め、全職員が安心して業務に

従事することができるよう、必要な支援を行う必要がある。 

 

（７）関係機関への対応 

①学校と連携した対応 

・重大事故の当事者となった子どもが通う学校生徒の心理的ケアなど、学校においても、事故を受

けて必要な対応をされる可能性が高いことから、当事者となった子どもの個人情報の取扱いなど、

事案に応じて適切な対応がなされるよう、学校と連携した対応が必要となる。 

②警察の捜査への協力 

・重大事故の状況によっては、警察の捜査が行われる可能性があることから、設備機器の保存や関

係資料の提出、事情聴取など、捜査に全面的に協力を行う必要がある。 

 

（８）報道機関への対応 

①報道機関対応の体制整備 

・報道機関などの外部への対応については、情報が混乱しないように、主管課及び県立施設のそれ

ぞれに一元的に報道対応を担当する職員を配置する必要がある。そして、一貫した報道対応がと

れるよう、それぞれの機関の報道担当者は、相互に緊密な連携をとる必要がある。 

②報道機関への発表方法 

・県立施設における重大事故については、世間の関心も高いことから、広報課と連携しつつ、記者

会見をして発表することを原則とするべきである。 

・記者会見は、主管課と県立施設の施設長が担当することを基本とする。 

 

（９）事故後の検証 

①県立施設における検証 

・重大事故が発生した県立施設においては、保護者対応等の事故対応と並行して、事故の検証とそ

の結果を踏まえた再発防止策の検討に速やかに着手する。 

・また、医療機関である県立施設については、医療法に基づく「医療事故調査制度」に則った対応

が必要であることに留意する。 

・事故の検証に当たっては、児童福祉審議会支援検証部会による検証を念頭に関係資料の保全とと

もに、事故発生当時の職員の聞取り等、客観的資料の収集に努める必要がある。 

②主管課における検証 



5 
 

・重大事故である場合には、児童福祉審議会支援検証部会が設置され、県立施設が行った事故評価

や再発防止策の検証のほか、部会自らが事故原因等の調査を行うことになる。主管課においても、

第三者の検証に耐えうるだけの関係資料を保全しておく必要がある。 

・第三者検証を受けることについては、保護者の同意が必要であることに留意する。 

 

（10）明らかな危険要因への対応 

・県立施設は、重大事故の初期評価の結果により、放置できない危険性の高い危険要因があるこ

とが判明した場合については、上記の検証結果を待たずに、整理された事実関係に基づき、速

やかに改善措置を講じるものとする。 

・主管課は、当該危険要因が、他の県立施設でも生じうるものである場合には、速やかに他の県

立施設や民間事業所等に周知徹底を図るものとする。 

 

２ 重大事故の再発防止のための取組 

（１）県立施設内における取組の推進 

   県立施設において、重大事故の検証結果がとりまとめられた場合には、当該検証結果に基づく改善

事項の解消と再発防止の徹底に向けて各種取組を推進する必要がある。 

  ・県立施設におけるマニュアルの作成・修正が必要である場合には、現場の実務に即したものになる

よう関係職員で検討する場を設定するとともに、作成・修正されたマニュアルについて、職員を対

象にした研修会を開催するなど、周知徹底を図ることが必要である。 

  ・マニュアルに沿った対応をすることが、必ずしも現場の実態に即したものにならないなど、マニュ

アルの改正の必要が生じた場合であっても、現場の独断による変更や運用の見直しは許されず、マ

ニュアルの改正や運用の見直しについては、当該県立施設の管理者主導の下、組織的に対応するこ

とが重要である。 

  ・入所児童の命や健康に関わるマニュアルの見直しについては、当該県立施設だけでなく、主治医や

関係機関の意見を聴取するなどした上で、入所児童の安全を第一として検討するほか、見直しの履

歴や変更理由を記録として残しておくことが必要である。 

  ・重大事故はヒューマンエラーが原因になることが多いことから、ICT を活用した児童の安全確保策

について検討し、積極的に導入を検討する。 

 

（２）他県立施設等との情報共有 

   マニュアルの作成・修正等、重大事故の再発防止に係る取組を行った場合には、同様の取組を他施

設においても推進し、県全体としての安全性が向上するよう、他県立施設等と情報共有を行うこと。 
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【初動対応】   ※重大事故とは、死亡事故（事故死、自死）、治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重篤な事故等を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【原因究明・再発防止策の検討】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者との示談】 

 

 

 

 

 

 

県立施設 主管課 保護者 

重大事故発生 

 

初動対応 報告受け 

原因調査・再発防止策

の自己検証 

 

 
 
 
 

報告受け 
可及的 
速やかに 

再発防止策 
（検証） 

・園⻑など幹部職員に
よる事故対応体制の
早期構築 

・病院、児相など関係
機関との連絡体制の
構築 

・施設との連絡体制や
人的支援体制の構築 

・進捗管理、対応代行 

他施設への周知 

 

 

 

 

 

 

他施設でも同様の事
故が発生する可能性
が高いと思われる場
合など 

重大事故発生時は対応の経
過や協議の結果、判断の根
拠等を記録 

重大事故発生時の組織的対応フロー図 

再発防止策 
（マニュアル等整備・改定） 

再発防止策 
（実行） 

・重大事故については、児
童福祉審議会による第三
者検証を受けることが必
要 

・第三者検証に当たって
は、保護者の事前承諾を
得て、調査を実施する。
（保護者の同意が得られ
ない場合でもあっても
様々な専門的見地から検
証を行う。） 

・一報後も専任担当職員を決め
て適切なタイミングで状況報
告 

・報道公表は、保護者の事前承
諾が必要 

重大事故に係る児童福祉審

議会の原因調査・再発防止

策検討 

 

 

 

 

 

 

・県立施設の自己検証結果
の評価のほか、児童福祉
審議会自ら調査し、再発
防止策の検討を行う。 

・主管課が事務局事務を担
う。 

・県立施設は、自己検
証のほか、第三者機
関が行う聞取りや資
料提供等に最大限協
力 

連携 

示談交渉 示談交渉 

 主管課が対応するが、県立施設も必要な協力を行う 


